
                     

  被災された方のための            ＜随時発行＞ 

      生活支援情報 
 

第 10 号 

平成 23 年 6 月 14 日

仙台市災害対策本部

 

 

東日本大震災慰霊祭を開催します 
○震災により、市内で犠牲となられた方々を追悼し、復興を成し遂げることを誓うため、市主

催の慰霊祭を無宗教形式にて執り行います。 

■日時＝７月 11 日(月)午後２時半～４時半ころ（午後２時開場） 

■会場＝仙台国際センター（青葉区青葉山） 

・服装は礼服、平服のいずれでも結構です。 

・葬儀ではありませんので、供花、供物、香典などは辞退いたします。 

■次第＝献奏／黙とう／式辞、追悼の辞／参列者等献花（お花は会場内でお渡しします） 

■会場までのご案内 

・来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 

（市営バスは仙台駅西口バスプール９番乗り場より乗車、「博物館・国際センター前」にて下車） 

・市役所本庁舎等から会場までの無料送迎バスを運行する予定です。経路や運行時間等、詳細

が決まりましたら、「被災された方のための生活支援情報」であらためてお知らせします。 

 

■問い合わせ 秘書課℡214－1145  

 

 

避難所巡回バスの運行を変更しました 
○「被災された方のための生活支援情報」第７号（平成 23 年５月 13 日発行）でお知らせした、

宮城野区および若林区の各避難所と区役所をつなぐ無料の巡回バス（３経路）は、当初、６

月３日までの運行を予定していましたが、次の２経路については６月末まで引き続き運行し

ます。どうぞご利用ください。 

■運行経路 

区 運行経路 本数等 

宮城野区 

岡田小学校⇔東北厚生年金病院⇔高砂市民センター

⇔福室市民センター⇔田子市民センター⇔宮城野体

育館（←※苦竹一丁目（東部市民センター）は下り便

のみ停車）⇔宮城野区役所 

１日４往復 

（約 16km、片道 45 分）

若林区 

若林体育館⇔七郷市民センター⇔サンピア仙台⇔蒲

町小学校⇔ＮＴＴ東日本東北病院⇔若林区役所⇔荒

町市民センター⇔仙台市立病院 

１日５往復 

（約 10km、片道 40 分）

     ★「ＪＡ六郷／六郷中学校～仙台市立病院」便は、運行を終了しました。 

■期間＝６月 30 日(木)まで（土・日曜日、祝日も運行します） 

■運行時間＝午前８時 20 分～午後６時頃（路線によって運行時間帯が異なります） 

 
■問い合わせ 公共交通推進課℡214－8353 



震災で定期の予防接種が受けられなかった方は、特例

措置により８月まで受けられます 

○震災により、定期の予防接種（※）が受けられず、対象年齢を過ぎてしまった方は、８月

31 日(水)までの間、市の登録医療機関で無料で接種を受けることができます。 

※対象となる定期の予防接種 

・３種混合予防接種（ジフテリア・百日せき・破傷風） 

・２種混同予防接種（ジフテリア・破傷風） 

・麻しん・風しん予防接種（ＭＲ） 

・日本脳炎予防接種 

○特に、麻しん風しん予防接種（ＭＲ）１期(１歳児)、２期（小学校就学前年度）、３期(中学

１年生)、４期(高校３年生相当年齢)は、昨年度の接種率が例年より低くなっています。昨

年度の対象者で、３月の地震発生に伴い接種の機会を逃した方は、ぜひ受けてください。 

○震災後、やむを得ず対象年齢を超えて、市の登録医療機関で接種した方で、接種費用を自己

負担した方には、実費相当額を償還払いにて払い戻しいたします。登録医療機関または区役

所家庭健康課、総合支所保健福祉課にご相談ください。 

 

 

 

生命保険業界の支援情報 
保険料の払い込みを一定期間猶予します 

○生命保険会社では、震災で被災した加入者からの申し出により、保険料の払い込みを最長９

カ月（平成 23 年 12 月末まで）猶予する等の対応を行っています。 

○猶予手続きのご案内のため、生命保険各社では訪問、電話、郵便等により、加入者への連絡

を行っています。まだ連絡が来ない方は、契約している各社へ、現在の通信先や電話番号等

をご連絡ください。 

生命保険契約の照会制度をご利用ください 

○生命保険協会では、震災で被災された方が、加入していた生命保険会社が分からずに保険金

の請求を行うことが困難な場合等に、加入者に代わって、協会に加盟する生命保険会社（47

社）に契約の有無の調査を行う「災害地域生保契約照会制度」を実施しています。 

○契約が確認できた場合は、加入している生命保険会社からご連絡します。ただし、契約の照

会者が、保険金受取人と異なる場合には、個人情報保護の観点から、契約内容をお答えでき

ない場合があります。 

○契約が確認できなかった場合には、その旨を生命保険協会からご連絡します。 

※調査は、協会加盟 47 社全てに対して行うため、結果判明までに時間がかかりますのでご了

承ください。 

 

 

 

 

 

■問い合わせ 

 生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」 

  フリーダイヤル   0120－001731 

（開設は平日午前９時～午後５時） 

■問い合わせ 感染症対策課℡214－8029 

「被災された方のための 生活支援情報」をご希望の方に郵送します 

避難所を出る際にその旨をお届けいただくか、被災者支援情報ダイヤル℡214－3805 にご連絡くだ

さい。 


